
号

外

一�
令

和

六

年

三

月
三
十
一
日

���������������
目

次

条

例

○
岐
阜
県
税
条
例
及
び
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車

に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

(

税

務

課)

二
ペ
ー
ジ

○
過
疎
地
域
に
お
け
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

(

同

)

三

○
岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税

の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

三

◇
岐
阜
県
税
条
例
及
び
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特

例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
三
号)

一

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
改
正

１

不
動
産
取
得
税

一�
新
築
住
宅
を
宅
地
建
物
取
引
業
者
等
が
取
得
し
た
も
の
と
み
な
す
日
を
住
宅
新
築
の
日

か
ら
一
年(

本
則
六
月)

を
経
過
し
た
日
に
緩
和
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
令
和
八

年
三
月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
六
条
の
三
関
係)

二�
新
築
住
宅
特
例
適
用
住
宅
用
土
地
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
土
地
取
得
後

の
住
宅
新
築
ま
で
の
経
過
年
数
要
件
を
緩
和
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
令
和
八
年
三

月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
六
条
の
三
関
係)

三�
地
方
税
法
以
外
の
法
律
等
に
よ
る
政
策
の
推
進
を
税
制
面
に
お
い
て
支
援
す
る
特
例
措

置
の
適
用
期
限
の
延
長
等
を
行
う
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
七
条
関
係)

四�
住
宅
及
び
土
地
の
取
得
に
係
る
税
率
を
三
パ
ー
セ
ン
ト(

本
則
四
パ
ー
セ
ン
ト)

と
す

る
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
を
令
和
九
年
三
月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と

と
し
た
。(

附
則
第
七
条
の
二
関
係)

五�
宅
地
評
価
土
地
の
取
得
に
係
る
課
税
標
準
を
土
地
の
価
格
の
二
分
の
一
と
す
る
特
例
措

置
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
を
令
和
九
年
三
月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

(
附
則
第
七
条
の
五
関
係)

２

軽
油
引
取
税

船
舶
の
使
用
者
が
当
該
船
舶
の
動
力
源
に
供
す
る
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
課
税
免
除
の

特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
を
令
和
九
年
三
月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し

た
。(

附
則
第
一
二
条
の
四
関
係)

( ) 令和６年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日



３

狩
猟
税

一�
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
が
狩
猟
者
の
登
録
を
行
っ
た
場
合
に
は
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と

す
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
を
令
和
一
一
年
三
月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る

こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
一
六
条
関
係)

二�
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
従
事
者
が
狩
猟
者
の
登
録
を
行
っ
た
場
合
に
は
狩
猟
税
を

課
さ
な
い
も
の
と
す
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
を
令
和
一
一
年
三
月
三
一

日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
一
六
条
関
係)

三�
一
定
の
期
間
内
に｢
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

に
基
づ
く
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
行
っ
た
者
が
狩
猟
者
の
登
録
を
行
っ
た
場
合
に
は
狩
猟
税
の

税
率
を
二
分
の
一
と
す
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
を
令
和
一
一
年
三
月
三

一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(
附
則
第
一
六
条
の
二
関
係)

４

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

１

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
、

普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
る
ほ
か
、
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第

二
条
関
係)

２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
過
疎
地
域
に
お
け
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三

四
号)

一

過
疎
地
域
の
産
業
振
興
促
進
区
域
内
に
お
い
て
製
造
業
、
旅
館
業
、
農
林
水
産
物
等
販
売
業

又
は
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
等
の
用
に
供
す
る
設
備
を
取
得
等
し
た
場
合
に
お
け
る
事
業
税
の
課
税

免
除
の
特
例
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
間
を
三
年
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
五
号)

一

｢

地
域
再
生
法｣

に
基
づ
く
特
定
業
務
施
設
の
整
備
計
画
に
つ
い
て
知
事
の
認
定
を
受
け
た

事
業
者
が
当
該
施
設
の
新
設
又
は
増
設
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税

の
特
例
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
間
を
二
年
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
及
び
第
三
条

関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条

例

岐
阜
県
税
条
例
及
び
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号

岐
阜
県
税
条
例
及
び
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特

例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
税
条
例(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

附
則
第
五
条
の
二
を
削
る
。

附
則
第
六
条
の
三
中｢

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
項
中｢

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
八
年
三
月
三
十
一

日｣

に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中｢

第
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項｣

を｢

第
三
条
の
二
の
十
八
第
一

項｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中｢

第
三
条
の
二
の
十
七
第
二
項｣

を｢

第
三
条
の
二
の
十
八
第
二

項｣

に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
中｢

第
七
条
第
二
十
四
項｣

を｢

第
七
条

第
二
十
三
項｣

に
、｢

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
五
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
六
項
中｢

令
和
六

年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
五
項
と
し
、
同

条
第
十
七
項
中｢

第
七
条
第
二
十
五
項｣

を｢

第
七
条
第
二
十
四
項｣

に
、｢

令
和
六
年
三
月
三
十

一
日｣

を｢
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
す
る
。

附
則
第
七
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四

第
一
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中｢

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
九
年
三
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月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
六
条
及
び
附
則
第
十
六
条
の
二
第
一
項
中｢

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
十

一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

(

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正)

第
二
条

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中｢

軍
人
用
販
売
機
関
等｣

の
下
に｢(

次
項
に
お
い
て｢

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等｣

と
い
う
。)｣

を
、｢

種
別
割
は｣
の
下
に｢

、
県
税
条
例
で
定
め
る
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
る
ほ
か｣

を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

道
路
運
送
車
両
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号)

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
規

登
録(

以
下｢

新
規
登
録｣

と
い
う
。)
の
申
請
が
あ
つ
た
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
に

係
る
自
動
車
に
つ
い
て
県
税
条
例
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
自
動
車
税
の
種
別

割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
賦
課
期
日
後
翌
年
二
月
末
日
ま
で
の
間
に
納
税
義
務
が
発
生
し
た
場
合

に
限
り
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

第
二
条｣

を｢

県
の
発
行
す
る
証
紙
を
も
つ
て
第
二
条｣

に
、｢

の
納
税
義

務
者｣

を｢

を
払
い
込
む
場
合
は
、
納
税
義
務
者｣

に
、｢

四
月
一
日
後｣

を｢

賦
課
期
日
後
翌
年

二
月
末
日
ま
で
の
間｣

に
改
め
、｢

県
の
発
行
す
る｣

及
び｢

当
該
自
動
車
税
の
種
別
割
を｣

を
削

り
、
同
条
第
二
項
中｢

前
項｣

を｢

前
二
項｣

に
改
め
、｢

証
紙｣

の
下
に｢
又
は
別
記
第
三
号
様

式
の
自
動
車
税
種
別
割
納
税
義
務
発
生
申
告
書｣

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
納
税
義
務
者
は
、
別
記
第
三
号
様
式
の
自
動
車
税
種
別
割
納
税

義
務
発
生
申
告
書
に
、
証
紙
の
額
面
金
額
に
相
当
す
る
現
金
を
納
付
し
た
後
別
記
第
二
号
様
式
の

検
印
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
別
記
第
一
号
様
式
の
証
紙
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

道
路
運
送
車
両
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号)

第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る｣

を
削
り
、｢

、
同
法｣

を｢

、
道
路
運
送
車
両
法｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
税
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

過
疎
地
域
に
お
け
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
四
号

過
疎
地
域
に
お
け
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

過
疎
地
域
に
お
け
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中｢

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
五
号

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成

二
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
中｢

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日｣

に
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改
め
る
。附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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